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スプレー缶等による火災・事故をな≪
スプレー缶や簡易型ガスこんろ燃料ボンベ(以下。

｢スプレー缶等｣という。)には、噴射剤や燃料としてLP

ガ スなどの可燃性ガスが充填されています。使用中

の暖房器具の近くに置いたり、火気の近くでガス抜き

をしたりするなど、不適切な取扱いにより火災や事故

が発生しています。

ファンヒーターなどの

暖房器具のそばに

置かない 。

直射日光のあたる場所

に置かない 。

火気を使用している

近くで使14F]
で
ヤ

高温となる場所

に置かない。 既

１うそ

●スプレー缶等を廃棄する場合

は、中身を使い切り、各区市町

村が指定する廃棄方法に従つ

て捨ててください。

●やむを得ず使い切らずに捨て

る時には、火気のない通気性の

良い屋外で残存

ガスがなくなる

まで噴射し廃棄

してください。　　　　’･’


	page1

